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       主   文 

 

１ 本件控訴を棄却する。 

２ 控訴費用は控訴人の負担とする。 

 

 

       事実及び理由 

 

第１ 控訴の趣旨 

１ 原判決を取り消す。 

２ 被控訴人が平成１４年４月１２日付でした原判決別紙物件目録記載１の物件に対する

平成１４年度固定資産税の賦課処分は，これを取り消す。 

３ 訴訟費用は，被控訴人の負担とする。 

第２ 事案の概要 

１ 次項に当審における控訴人の主張を付加するほかは，原判決「第２ 事案の概要」欄

に記載のとおりであるから，これを引用する。 

２ 当審における控訴人の主張 

（１）本件建物は，建物自体の使用収益ができないわけではないが，その存在のために必

要な敷地の利用が法律上許されていない。すなわち，本件建物は、競売事件の物件明細書

にも敷地利用権がないと記載され，敷地利用者との間の訴訟においても本件建物の収去を

命ずる判決がされるのが通常であるところ，このような場合には土地に「定着」した建造

物ということはできず，建物には該当しないというべきであり，また，「用途に供し得る状

態」にあるということもできない。 

（２）固定資産税が財産税に属し，本件建物が固定資産税の課税客体に該当するとしても，

敷地利用権を有する建物と敷地利用権を有しない建物とでは建物の財産価値は異なり，後

者にあっては，同一建物として存在させるためには移築費用分の負担を要するのであるか

ら，建物としての価値を失ったものというべきであり（課税標準額は約２８００万円とさ

れているが，競落代金はその税額の約８分の１相当額である３７３万円である。），また，

双方について同一額の固定資産税を付加するのは公平とはいえず，著しく公平を欠くもの

であって，憲法２９条２項，３０条に違反する。  

（３）固定資産税と不動産取得税の課税客体は同一であり，その課税標準額もその趣旨（財

産の価値を税額算定の基礎とする点）も同一であるところ，控訴人が本件建物を競落によ

り取得したことによる不動産取得税（県税）については，一旦１１２万９８００円の賦課

処分がされたが，後に賦課取消しにより全額につき減額処分がされている。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 地方税法３４２条１項により固定資産税の課税客体とされる「固定資産」とは「土地，
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家屋及び償却資産を総称する」とされ（同法３４１条１号），同号にいわゆる「家屋」とは，

同法３４１条３号によれば「住家，店舗，工場（発電所及び変電所を含む。），倉庫その他

の建物をいう。」とされているところ，ここにいわゆる「建物」とは不動産登記法にいう建

物とその意義を同じくし，したがって建物登記簿に登記されるべき建物，すなわち屋根及

び周壁又はこれに類するものを有し，土地に定着した建造物であって，その目的とする用

途に供し得る状態にあるものをいうものと解すべきである。 

 そして，前記（引用の原判決）の争いのない事実等に加え，証拠（乙３の１，３の２の

１ないし３）及び弁論の全趣旨によれば，本件建物は，本件賦課期日において，屋根及び

周壁又はこれに類するものを有し，土地に定着した建造物であって，その目的とする用途

に供し得る状態にあったことが認められるから，本件建物は地方税法３４１条３号にいわ

ゆる「建物」に当たるものというべきである。 

２ 控訴人は，本件建物には敷地利用権がないため，これをもって「土地に定着した建造

物」とはいえず，また，「その目的とする用途に供し得る状態」にもなかったとして，地方

税法３４１条３号にいわゆる「建物」には当たらない旨主張する。 

 しかし，固定資産税は，家屋等の資産価値に着目し，その所有という事実に担税力を認

めて課する一種の財産税であって，固定資産の所有者がこれを使用，収益，処分すること

により得られるであろう利益に着目して課されるものではないから，固定資産税の課税客

体となる「家屋」といえるか，すなわち，土地に定着した建造物か否か，その目的とする

用途に供し得る状態にあるか否かなどの判断は，建造物自体の物理的状態を基礎として社

会通念によって決せられるべきものであり，敷地利用権の有無によって左右されるもので

はない。 

３ 控訴人は，本件建物が固定資産税の課税客体に該当するとしても，敷地利用権を有し

ない建物は移築費用分の負担を要するのであるから，建物としての価値を失ったものとい

うべきであり，敷地利用権を有する建物と同一額の固定資産税を付加するのは著しく公平

を欠くものであって，憲法２９条２項，３０条に違反する旨主張する。 

 しかし，上記判示のとおり，そもそも固定資産税は家屋等の資産価値に着目し，その所

有という事実に担税力を認めて課される一種の財産税であって，当該建物の敷地利用権の

有無が建物自体の取引価格に影響することがあるとしても，当該建物自体の価値を直ちに

左右するものということはできない。仮にこれを考慮するとしても，敷地利用権の有無は

固定的なものではなく，また，賦課期日における敷地利用権の有無を認定判断することは

課税技術的に必ずしも容易なことではないから，これを考慮することは，固定資産の持つ

資産価値に着目しつつ明確な基準の下に公平な課税を図るべき固定資産税制度の趣旨に沿

うものということはできない。控訴人の憲法違反の主張は独自の見解であり，採用できな

い。 

４ 控訴人は，固定資産税と不動産取得税の課税客体は同一であり，その課税標準額もそ

の趣旨（財産の価値を税額算定の基礎とする点）も同一であるところ，控訴人が本件建物
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を競落により取得したことによる不動産取得税については，一旦賦課処分がされたが，後

に賦課取消しにより全額につき減額処分がされており，同一に扱うべき旨を主張する。 

 調査嘱託の結果によれば，ａ県ｂ地域事務所長は，控訴人の本件建物の取得に対し，平

成１３年１２月３日付け納税通知書で通知した不動産取得税に関し，平成１４年２月４日

に「賦課取消」を理由に「０円」とする不動産取得税減額通知をしたことが認められる。

しかし，上記判示のとおり固定資産税は固定資産の所有自体に着目して課される財産税で

あるのに対し，不動産取得税は不動産の取得自体に着目して課される流通税であって，そ

の趣旨，目的を異にするものであるから，不動産取得税と同一に扱わねばならない理由は

なく，同税の賦課が取り消されたことは固定資産税の賦課に影響を及ぼすべき事柄という

ことはできない（なお，調査嘱託の結果によれば，控訴人に対してされた上記の不動産取

得税減額通知は，本件建物が移築するために取得したものであるため，不動産の承継取得

としての課税は取消し，移築後に原始課税をするとの趣旨に基づくものであり，不動産取

得税としても課税しない趣旨というものではない。）。 

５ 以上によれば，控訴人の請求は理由がないから，これを棄却した原判決は相当であっ

て，本件控訴は理由がない。よって，本件控訴を棄却することとし，控訴費用の負担につ

き行訴法７条，民訴法６７条１項，６１条を適用して，主文のとおり判決する。 
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